
碧南市教育委員会４月定例会議事日程表 

 

令和７年４月２２日（火） 

午後２時～ 

碧南市役所４階 庁議室 

 

１ 開会の辞 

 

２ 教育長報告 

 

３ 前回会議録の承認について 

 

４ 議  案 

 (1) 協議事項 

  碧南市教育支援委員会規程の一部改正について       （資料１） 

  （学校教育課） 

(2) 報告事項 

 ア ３月議会総括質疑内容及び回答について   （資料２） 

   （関係各課） 

 イ まなびさぽーと資金支給審査に係る諮問について     （資料３） 

   （庶務課） 

ウ 小中学校みどりの学校の実施について    （資料４） 

（学校教育課） 

 エ 令和７年度「県民の日学校ホリデー」の実施について  （資料５） 

（学校教育課） 

  オ 教育相談事業報告について      （当日資料） 

（学校教育課） 

(2) その他 

ア 各課報告 

イ 今後の予定 

５月定例会  令和７年５月２７日（火）午後２時から  

碧南市役所４階 庁議室 

 

５ 閉会の辞 

 

 



教育長　活動報告

月　日 曜日 行　　　　　　　　　　事 場　　　所

3月21日 金 表敬訪問（アジアトライアスロンジュニア選手権結果報告） 応接室Ａ

3月22日 土 消防団・予備隊入退式 文化会館

3月24日 月 本会議（５日目） 議場

3月27日 木 文化協会総会 文化会館

3月28日 金
表敬訪問（日本クラブユース女子サッカーチャレンジカッ
プ（Ｕ－１８）結果報告）

応接室Ａ

3月31日 月
辞令交付式（退職者、退職教員、昇任者、新規派遣職員、
教育長）

会議室４・５等

3月31日 月 教育長退任あいさつ式 会議室４・５

4月1日 火
辞令交付式（教育長、新規採用職員、派遣終了職員、管理
職教員、転任教職員、公平委員、転入・新規採用教職員、
新規採用医師）

市長室等

4月1日 火 教育長就任あいさつ式 大会議室

4月1日 火 年度始め式 大会議室

4月3日 木 新就職者を励ます会 商工会議所

4月4日 金 市制記念式典リハーサル 会議室１

4月4日 金 スポーツ推進委員会 臨海体育館

4月5日 土 市制記念式典 芸術文化ホール

4月6日 日 少年野球入団式 臨海グラウンド・ドーム

4月6日 日 平和祈念祭 明石公園

4月7日 月 幼保合同園長会 談話室３

4月8日 火 青少年育成推進員連絡会 文化会館

4月9日 水 辞令交付式（教科指導員） 教育長室

4月11日 金 市指定研究委嘱状交付式 教育委員会室

4月14日 月 校長会議 議員大会議室

4月15日 火 大監視活動 ケーズデンキ

4月15日 火 教頭会議 談話室３

4月16日 水 西三河地方教育事務協議会会議 西三河総合庁舎

4月16日 水 教育委員代表者会議 西三河総合庁舎

4月17日 木 三河部都市町村教育長協議会 へきしんギャラクシープラザ

4月22日 火 定例教育委員会 庁議室



教育長　活動予定

月　日 曜日 行　　　　　　　　　　　　　　　　事 場　　　　　所

4月23日 水 交通安全都市推進協議会総会 会議室１

4月24日 木

4月25日 金

4月27日 日 碧南市レクリエーション協会総会 臨海体育館

4月28日 月 西三河教育事務所長あいさつ 西三河総合庁舎

4月28日 月 特別支援教育推進活動協議会 談話室３

4月30日 水 碧南市教育研修会総会 文化会館

5月1日 木
表敬訪問（第４７回全国JOCジュニアオリンピックカップ春
季水泳競技大会及び2024第55回中部日本ジュニア水泳選手
権大会）

応接室Ａ

5月2日 金 文協祭開会式 文化会館

5月2日 金 表敬訪問（全国小学生ソフトテニス大会結果報告） 応接室Ａ

5月4日 日 全国女子軟式野球選抜交流碧南大会閉会式 臨海グラウンド

5月10日 土 退職公務員連盟碧南支部総会 文化会館

5月12日 月 校長会議 議員大会議室

5月13日 火 教育長会議 西三河総合庁舎

5月13日 火 西三河地方教育事務協議会会議 西三河総合庁舎

5月13日 火 交通安全都市推進協議会地域部会全体会 芸術文化ホール

5月14日 水 本会議（臨時会） 議場

5月15日 木

5月16日 金

5月20日 火 小中学校幼稚園ＰＴＡ連絡協議会総会 文化会館

5月21日 水 スポーツ少年団総会 臨海体育館

5月23日 金
「永井直勝没後４００年　長田・永井一族」展開会式・内
覧会

藤井達吉現代美術館

5月24日 土 運動会 日進小学校

5月27日 火 定例教育委員会 庁議室

5月27日 火 青少年育成市民会議 文化会館

東海北陸都市教育長協議会定期総会・研究大会 伊勢市

全国都市教育長協議会定期総会・研究大会 川越市



 

碧南市教育委員会３月臨時会 会議録 

１ 日時  令和７年３月７日（金） 午後１時から午後１時３０分まで 

２ 場所  碧南市役所５階 教育委員会室 

３ 出席者  

(1) 教育委員  

委員 大村 幸、委員 岡本 明弘、委員 榊原 京子、委員 深津 茂樹、 

教育長 生田 弘幸 

(2) 事務局職員 

   教育部長 山田 昌宏、学校教育課長 森川 和浩 

４ 傍聴者 ０人 

５ 議案 

(1) 協議事項 

 ア 令和７年度教員人事異動について 

６ 会議の概要 

 日程第１ 開会の辞 

日程第２ 議案 

協議事項ア 令和７年度教員人事異動について 

        「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１４条第７項により非

公開とし、関係部局職員のみで秘密会として進行。 

        審議の結果、承認された。 

（午後１時３０分 閉会） 

 

 

 

以上のとおり会議録を作成して、署名する。 

  令和７年４月２２日 

              委員       

 

              委員       

 



 

碧南市教育委員会３月定例会 会議録 

１ 日時  令和７年３月１９日（水） 午後２時から午後３時４６分まで 

２ 場所  碧南市役所４階 庁議室 

３ 出席者  

(1) 教育委員  

委員 大村 幸、委員 岡本 明弘、委員 榊原 京子、委員 深津 茂樹、 

教育長 生田 弘幸 

(2) 事務局職員 

   教育部長 山田 昌宏、庶務課長 松野 盛高、学校教育課長 森川 和浩、 

生涯学習課長 榊原 圭司、文化財課長兼藤井達吉現代美術館副館長 杉浦 宏真、 

藤井達吉現代美術館副館長 木村 理恵子、スポーツ課長 中嶋 忠彦、 

海浜水族館長 地村 佳純、庶務課庶務係長 井上 貴光 

４ 傍聴者 ０人 

５ 議案 

(1) 協議事項 

ア 碧南市就学援助費事務取扱規程の一部改正について 

イ 碧南市教育委員会後援等の使用承認に関する基準の一部改正について 

ウ ＧＩＧＡスクール端末調達に係る計画書について  

エ 令和７年度職員の人事異動について 

(2) その他 

６ 会議の概要 

 日程第１ 開会の辞 

日程第２ 教育長報告   

教育長が資料に基づき説明した。 

〈意見・質疑なし〉 

日程第３ 前回会議録の承認について 

〈意見・質疑なし〉 

事務局より会議録署名者に榊原京子委員と深津茂樹委員を指名し、事務局案

で承認された。 

日程第４ 議案 



 

協議事項ア 碧南市就学援助費事務取扱規程の一部改正について 

庶務課長が資料１に基づき説明した。 

〈意見・質疑なし〉 

審議の結果、承認された。 

協議事項イ 碧南市教育委員会後援等の使用承認に関する基準の一部改正について 

庶務課長が資料２に基づき説明した。 

〈意見・質疑なし〉 

審議の結果、承認された。 

  協議事項ウ ＧＩＧＡスクール端末調達に係る計画書について  

庶務課長が資料３に基づき説明した。 

〈意見・質疑〉 

深 津 委 員 近隣市のタブレットの持ち帰り状況はどうなっています

か。 

学校教育課長 高浜市、安城市は持ち帰りをしていると聞いています。タブ

レットを持ち帰って、充電を自宅で行っていただいているよ

うです。 

深 津 委 員 持ち帰りを認めると破損の危険が増えるかと思いますが、

学校において置く場合と持ち帰る場合と比べて、保険料の価

格は上がるのですか。 

庶 務 課 長 今は保険に入っていますが、ｉＰａｄは故障率が高くなく、

次回の更新の際は保険に加入しません。持ち帰りが増えます

と、故障が増える不安はあります。 

榊 原 委 員 学校からのお便りは、ｔｅｔｏｒｕを通して、ペーパーレス

になってきていますが、紙で来るものもあります。ｔｅｔｏｒ

ｕのみにすると困る家庭は何パーセントくらいありますか。

そのような家庭に、タブレットの予備機を貸し出すことはで

きませんか。 

庶 務 課 長 多くの家庭でｔｅｔｏｒｕは使われています。また、予備機

の貸し出しは考えておりません。 

教 育 長 スマートフォンは、皆さん持っているのではないのでしょ



 

うか。 

岡 本 委 員 リース切れのタブレットの再利用ですが、何年くらい使う

か決めていますか。 

教職員の資料はサーバーに保管しており、今後はクラウド

で共有できればとありますが、教師はタブレットを持ってい

るので、今後は、自宅や図書館で見ることを考えておられます

か。 

Ｔｅａｍｓが入っているので、職員会議での活用は考えて

いますか。 

ウェブでの研修をしていくことを考えていますか。 

庶 務 課 長 ｉＰａｄは、ＯＳの更新が長年され、サポートが続き、脆弱

性がなければ使い続けていきたいと考えておりますので、再

利用の期限は定めておりません。リース切れのタブレットは、

タブレットが不足した際に使用することや、補助的に使用す

ることを考えております。 

クラウドでの共有ですが、国から、クラウドに移行するよう

要請がありますので、場所を変えても使えるように研究して

いきたいと思います。 

校務支援システムについては、校務の環境内のみとしてい

ますので、持ち出しは考えていません。 

学校教育課長 職員会議は、徐々に移行していくと思います。ただ、個人情

報の持ち出しは、教室への持ち出しであっても問題になる場

合がありますので、慎重に行っていきます。 

大 村 委 員 不登校の子どもがタブレットを持ち帰り、希望があれば、ラ

イブ配信や録画視聴を行うことをしていますか。 

学校教育課長 不登校や感染症対策などの学びの保障のために、やり取り

することはあります。ただ、ライブ配信は難しいところがあ

り、学校の授業内容が外に洩れる可能性があります。また、教

室の中の状況を映しますと、個人情報が洩れる可能性もあり

ます。相談室などの教室以外での配信は徐々に増えてきてい



 

ますが、録画配信は危惧しています。 

審議の結果、承認された。 

  協議事項エ 令和７年度職員の人事異動について 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１４条第７項により非

公開とし、関係部局職員以外は退席の上、秘密会として進行。 

《午後３時３０分 休憩》 

        《関係者以外退席》 

        《午後３時３１分 再開》 

審議の結果、承認された。 

（午後３時４６分 閉会） 

 

 

 

以上のとおり会議録を作成して、署名する。 

  令和７年４月２２日 

              委員       

 

              委員       

 



資料１ 

協議事項 碧南市教育支援委員会規程の一部改正について（学校教育課） 

１ 改正の理由 

  碧南市教育支援委員会（以下「委員会」という。）の委員について、市外の医師を委

員会を組織する委員の任命対象に加えるため、訓の一部を改正する。 

２ 改正の概要 

委員に係る規定の改正（第３条関係） 

碧南市教育委員会が任命する委員会の委員のうち、市内の医師を医師に改める。 

３ 施行期日 

  令和７年４月２２日  
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資料１ 

碧南市教育委員会訓第１号 

庁 中 一 般 

 碧南市教育支援委員会規程の一部を改正する訓を次のように定める。 

  令和７年４月２２日 

碧南市教育委員会教育長  小澤  徹    

碧南市教育支援委員会規程の一部を改正する訓 

 碧南市教育支援委員会規程（平成９年碧南市教育委員会訓第１号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条第２項第２号を次のように改める。 

 (2) 医師 

   附 則 

 この訓は、令和７年４月２２日から施行する。 
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資料２ 

 

報告事項ア ３月議会総括質疑内容及び回答について（関係各課） 

 

 ３月議会 質問内容及び回答 

                 課名  庶務課   

議員名 質問内容 回答 

杉浦文俊議員 

 

１．令和７年度施政方針について 

(2) 主要な施策について 

 ア 給食費の無償化について 

  (ｲ) ２学期以降の対応につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 防災減災対策について 

(ｴ) 学校屋内運動場の空調設

備に向けた計画について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多額の財源が必要となるので、

現在の財政状況を勘案すると、令

和７年度２学期以降の給食費無償

化をすぐに実施することは難しい

状況。市長の任期４年の間に実施

できるよう今後も、段階的な実施

も含め検討していく。 

なお、国会では、給食費無償化

の議論もなされているため、今後

の動向に注視していく。 

 

 

令和７年度からは、酷暑により

屋内運動場での学校活動が制限さ

れている。加えて災害時の避難所

としての機能強化が求められてい

ることから、空調設備を計画的に

設置していく予定。  

また、屋内運動場の空調設備設

置工事については、令和７年度か

ら、毎年、２から３校ずつ設計業
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資料２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜２回目質問＞ 

 学校によってガス式、電気式と

調査をする必要があるとしてきま

したが、この調査は完了している

のか。また、国の補助金はどの程

度見込めるのか。そして、この空

調設備は日々の授業でも活用でき

るのか。 

務委託を行い、その翌年度に工事

を行う計画を立てている。まずは、

部活動での使用頻度が高い中学校

を２年かけて工事を行い、その後、

小学校を３年かけて工事を行い、

令和１２年度までに設置を完了し

たい。 

 

 

空調設備をガス式、または電気

式のどちらを選択するかについて

は、避難所である屋内運動場には、

ガス式を設置することとした。  

国の補助金の活用については、

文部科学省の空調設備整備臨時特

例交付金を活用した場合、補助対

象経費の上限が７，０００万円、

補助率は２分の１であるため、３，

５００万円の歳入が見込める。ま

た、経済産業省の災害時に備えた

社会的重要インフラへの自衛的な

燃料備蓄の推進事業費補助金を活

用した場合、補助対象経費の上限

が５，０００万円、補助率は２分

の１であるため、２，５００万円

の歳入が見込める。補助要件がそ

れぞれ違うため、設計業務委託を

行う中で、どの補助金を活用する

かを判断していく。  
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資料２ 

 

また、設置する空調は、災害時以

外でも使えるものであり、通常の

学校活動においても活用する。 

 

磯貝明彦議員 

 

１．自然災害から命を守る 

 (6) 小中学校体育館の空調設備

設置について 

  ア 非常用発電機の設置は考

えているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨今の酷暑により、屋内運動場

での学校活動が制限されており、

加えて災害時の避難所として機能

強化が求められていることから、

小中学校の屋内運動場に空調設備

を計画的に設置していくこととし

た。  

避難所である屋内運動場の空調

設備は、ガスヒートポンプエアコ

ン（ＧＨＰ）を導入していくこと

を検討しているが、設計委託の中

で、各校に適した設備は何か、補

助金の活用ができるか等を判断

し、どのような設備がふさわしい

かを個別検討していく。  

非常時の発電機ユニットの導入

については、設計委託の中で判断

していく予定。 

岩月ひろし議員 ２．給食費の無償化について 

 (3) 既に事実上無償で給食を食

べれている幼児児童生徒がいる

世帯にはメリットが無いように

 

就学援助費の制度では、一旦給

食費をご負担いただき、後日給食

費の実費分を支給しているため、

5
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思えるが、その点は、どう考え

るのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 令和７年度２学期以降の給

食費はどうするのか。 

実際の給食費の負担はない状況と

なっている。このため、就学援助

制度の対象である世帯について

は、立て替える必要性がなくなる。 

しかし、子育て世代の保護者に

は、様々な費用負担が発生するこ

とから、就学援助費制度の対象で

ない世帯に対して、１学期の限ら

れた期間ではあるが、給食費の支

出がなくなることで物価高騰によ

る保護者の負担軽減に寄与するも

のと考えている。  

なお、就学援助費の対象者とは

必ずしも一致はしないかもしれな

いが、国の地方創生臨時交付金で

は、低所得世帯支援枠として、住

民税非課税世帯１世帯あたり３万

円を基礎として、子育て世帯には

子ども１人あたり２万円を加算し

た給付事業が行われているところ

である。就学援助費制度の対象と

ならない世帯に対して、給食費の

無償化を行うことは、国の推奨事

業メニューでもあるため、１つの

選択ではないかと考える。 

 

現時点では、令和７年度２学期

以降の給食費無償化は財政的にす

ぐに実施することは難しい状況。

6
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今回の事業を実施することで「何

らかの理由」で学校に通えない子

が、給食だけでも食べに来られる

ようになり、これをきっかけとし

て通学できるよう願うところであ

る。  

給食費の無償化については、市

長の任期４年の間に実施できるよ

う今後も、段階的な実施も含め引

き続き検討していく。  

なお、国では、給食費無償化に

ついて活発な議論もなされている

ところであり、今後の動向に注視

していく。 

加藤厚雄議員 ２．教育行政方針の学校教育施策

について 

 (3) 支援の必要な児童生徒への

支援の充実（生活支援） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済的な理由で就学困難な児童

及び生徒の保護者に対しては、学

用品費や修学旅行費等必要な援助

を行う就学援助事業や特別支援教

育就学奨励事業を実施している。 

物価高騰に伴う支援について

は、国の物価高騰対応重点支援地

方創生臨時交付金を活用し、低所

得世帯支援枠として、住民税非課

税世帯１世帯あたり３万円を基礎

として、子育て世帯には子ども１

人あたり２万円を加算した給付事

業が行われるとともに、国の推奨

7
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 (5) 学校施設の整備・充実（屋

内運動場のトイレ・空調設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業メニューとして１学期限定

で、保育園、幼稚園、こども園及

び小中学校の給食費の無償化を実

施する予定。 

 

学校施設の整備・充実としては、

現在、校舎のトイレ改修、中学校

校舎の長寿命化改修を進めてい

る。令和７年度からは、昨今の酷

暑により屋内運動場での学校活動

が制限されており、加えて災害時

の避難所として機能強化が求めら

れていることから空調設備を計画

的に設置していく予定であり、実

施計画では右肩上がりの額となっ

ている。屋内運動場のトイレにつ

いては、校舎のトイレや長寿命化

改修、屋内運動場の空調設備設置

を優先的に進める中で、他に必要

な学校施設整備改修等の優先度を

考慮する中で調整していく。  

また、屋内運動場の空調設備設

置工事については、令和７年度か

ら、毎年、２から３校ずつ設計業

務委託を行い、その翌年度に工事

を行う計画を立てている。まずは、

部活動での使用頻度が高い中学校

を２年かけて工事を行い、その後、

小学校を３年かけて工事を行い、

8
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(6) 安全な給食の提供及び食育

の推進（給食費の無償化） 

令和１２年度まで（実際の工事期

間は令和８年度から１２年度の５

年間）に設置を完了する予定。 

 

保育園、幼稚園、こども園及び

小中学校の給食費の無償化につい

ては、多額の財源が必要となるた

め、令和７年度２学期以降の給食

費無償化をすぐに実施することは

難しい状況。今後の給食費の無償

化の実施については、市長の任期

４年の間に実施できるよう、段階

的な実施も含め引き続き検討して

いく。  

なお、国においては、給食費無

償化について活発な議論もなされ

ているため、今後の動向に注視し

ていく。 

山口春美議員 １．学校給食無償化は２学期以降

も恒常的に実施を 

 (1) なぜ１学期のみの実施なの

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食費の無償化については、こ

れまで市長の任期４年の間に実施

したいと考え、令和７年度からの

無償化について、財源の確保、対

象範囲や期間等を検討してきた。 

しかしながら、大変厳しい予算

編成であったため、令和８年度以

降での実施も考慮する中、物価高

騰対応重点支援地方創生臨時交付

9
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(2) 小池市長の公約は１学期の

みの無償化ではなかったはず 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 今後の完全無償化の確約

は。 

 

 

 

金、９千４００万円余が交付され

ることとなった。  

交付金の活用については、国の

推奨事業メニューとして含まれて

いることもあり、給食費の無償化

について、この臨時交付金を活用

し一般財源と合わせて１学期の実

施とする予算案を示している。 

 

園、小中学校の給食費の無償化

の長期的な実施については、多額

の財源が必要となることから、令

和７年度の予算編成での計上は大

変厳しい状況となった。  

給食費の無償化について、物価

高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金が交付されることとなり、こ

の臨時交付金を活用し一般財源と

合わせて、１学期分のみで実施す

る予算案を提出した。  

今後も、引き続き実施方法や財

源等を検討し、段階的な実施も含

め検討してまいりたい。 

 

今後の財政状況を踏まえての判

断になる。市長の重点政策として

掲げているため、市長の任期４年

の間に実現できるよう今後も、引

き続き検討していく。 
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(4) 国・県を動かし、市単独で

も実施を 

 

国・県に対する給食費無償化へ

の陳情の状況については、市が単

独では実施していないが、全国市

長会から国に対し学校給食無償化

の実現に向けた検討を行うよう提

言が行われている。また、全国知

事会からも国全体として無償化に

向けた学校給食等の負担の在り方

を抜本的に整理した上で、国の責

任で財源を含め具体的な施策を示

すよう提言がなされている状況で

ある。  

給食費の無償化については、現

在、国において活発な議論もなさ

れているため、今後の動向に注視

していく。 

 

 

                 課名  学校教育課   

議員名 質問内容 回答 

杉浦文俊議員 

 

２．令和７年度教育行政方針に 

ついて 

(1) 学校部活動地域移行支援事

業について 

  ア これまでの取組みについ

て 

 

 

 

 

 

 

運動部においては、令和５年度

から、部活動の技術的な指導を支

援していただく外部講師の確保に

努め、現在は、１３０名を超える

11
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イ これまでの課題及び今後

の取組みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方に登録いただき活動している。

そのおかげで、生徒達も技術の向

上を実感することができている。 

文化部においては、令和５年度

は、碧南市民吹奏楽団による訪問

指導、名古屋芸術大学の学生によ

る訪問指導と模範演奏会の開催、

碧南出身の専門家による技術的な

指導を受けることができる楽器塾

を行った。 

 

運動部は、外部講師の人材をあ

る程度確保できたが、文化部は、 

より専門的な技術指導が求められ 

るため、休日の訪問指導を各校で 

定期的に行うには限界があった。

今後は、講師派遣を請け負うこと

のできる業者を調べる等、技術指

導のできる楽器講師を安定的に確

保することができる方法を検討し

ていく。 

今後の取組みについて、運動部

では、種目ごとに学区を越えた合

同部活動の話し合いを進め、実施

可能な種目から来年度の新チーム

より活動を開始していく予定。文

化部では、楽器塾の回数を増やし

ていく予定。 
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(2) 今後の教育に託す想いにつ

いて 

現在、教育行政は様々な問題を

抱えており、それらを碧南市とし

て、どこまで、どうやって解決・

支援していくのか常に検討してい

く必要がある。また、変化が大き

い時代であり、この社会の変化に

対してスピード感と柔軟性をもっ

て対応していくことが大切だと考

える。 

 

祢宜田拓治議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．学校教育の更なる充実につい

て 

(1) いじめの実態は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

碧南市の小中学校のいじめ件数

は、例年３０件前後となっている。

いじめの様態としては、小中学校

ともに冷やかし、からかい、悪口、

仲間はずれが多く、小学校は中学

年、中学校は１年生で発生件数が

多くなっている。ＳＮＳで悪口を

書き込んだり、仲間外れにしたり

といったトラブルも増えてきた。 

碧南市としては、「いじめ見逃し

ゼロ」を合言葉に、積極的にいじ

めを認知していく方向で動いてい

る。いじめを認知した後、初期の

段階で児童生徒に話を聞き、保護

者への連絡を含め丁寧に対応して

いくことを心がけている。それで

も、言葉の行き違い、考え方の相

13
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（2）不登校の実態は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 障害児教育の実情は 

 

 

 

 

 

 

違等が原因で解決に至らず、スク

ールロイヤーに相談する事案が、

少しずつ増えてきている。 

 

令和５年度の不登校児童生徒数 

は、小学校１１４名、中学校１４

２名で、割合としては小中学校と

もに前年度より１．５％程増加し

た。この割合は、あくまで、３０

日以上欠席した児童生徒のうち、

「不登校」として計上されている

割合となっており、年々増加傾向

にある。原因としては、コロナの

制限が解消され、学校の教育活動

が通常に近いかたちで行わること

になったことに伴い、学校にうま

く適応できない児童生徒が増加し

ていることが原因として挙げられ

る。今年度の傾向としては、不登

校の児童生徒が低年齢化してきて

いることが挙げられる。 

 

市内の特別支援学級数は令和５

年度４８学級、令和６年度５０学

級、そして、令和７年度は５４学

級を予定している。多くの児童生

徒がもっている困り感の軽減と、

将来の自立に向けて、現在、市内

小中学校で４７名のスクールアシ
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(4) 日本語教育が必要な児童生

徒への対応について 

・国別の児童生徒数と使われ

ている言語を教えてくださ

い。 

 

 

 

 

 

・異なる言語を話す子どもた

ちへの言語教育や意志の疎

通の方法は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタントが支援にあたっている。

スクールアシスタントの支援のお

かげで、落ち着いて学習に取り組

み、集団生活に適応できるように

なってきたという成果を、毎月、

学校から届けられる報告から確認

することができる。 

 

 

 

令和６年度の碧南市の日本語教

育を必要とする児童生徒数は、４

２７人おり、その児童生徒が使用

する言語は、主なものとしてポル

トガル語、スペイン語、フィリピ

ノ語、ベトナム語であり、合わせ

て９ヶ国語となっている。 

 

来日直後の日常会話ができない 

児童生徒に対して日本語初期指導

教室を設けている。日本語初期指

導教室は、日本語初期指導と日本

の生活習慣を習得することであ

り、学習課程としては、３か月程

の期間、１時限目から４時限目ま

で在籍校からの通室で、日本の生

活習慣や学校生活への適応を図る

ための日本語初期指導を実施す

る。 
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・ポケトークの所有台数と使

用目的は。 

 

 

 

 

 

・外国の子供たちが、日本の

風土や文化の理解を深めて

もらうようなカリキュラム

があってしかるべきだと思

いますが。 

 

 

 

 

 

 

(5) 学校部活動の地域移行の推

進について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポケトークは各学校に１台ずつ

配布されている。使用する場面は

保護者との意思疎通だけでなく、

児童生徒との意思疎通にも利用し

ている。授業の中でも利用するこ

とも、場合によってはある。 

 

日本国籍の子どもたちと一緒に

学校生活を送り、学校行事等を通

して、日本の風土や文化の理解を

深めることができている。また、

日本に入国したばかりの児童生徒

が通う日本語初期指導教室では、

日常生活において必要な生活習慣

が身につけるような取組みをする

ことで、習慣が定着するように図

っている。 

 

国や県は、地域連携・地域移行

の動向数等のグラフを提示し、地

域連携・地域展開を進めていくよ

うに市町村へ働きかけている。ま

た、学習指導要領の解説の一部見

直しがされ、地域連携・地域展開

に向けて働きかけてはいるもの

の、統一した見解を示していない。 

碧南市は、部活動支援事業や合

同部活動を実施しており、地域移
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行をしていくことは可能である

が、教育はどの市町でも平等に同

じように行われるべきだと考え、

静観している。 

 

生田綱夫議員 ２．教育行政について 子どもたちは、全国どこでも平 

等な教育を受けることができるべ

きである。そこで、市独自として

は、教育界全体のルールを乱さな

い中で、子どもたちにとって必要

な支援やケアにつながるような事

業や人的配置を行ってきた。市の

教育については、激動の時代を迎

えて先の見通しが立たないことも

多いため、いち早く時代の流れを

読み、柔軟かつ速やかに対応して

いってもらいたいと考えている。 

 

大竹敦子議員 ２．不登校対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不登校の児童生徒数は、年々増

加傾向にある。不登校の児童生徒

については、今の状況より、少し

でも改善できるよう、校内の相談

室を整備したり、ハートフレンド

や心の教室相談員を活用したりし

て対応している。また、不登校の

低年齢化も進んでいるため、次年

度は、特に小学校低学年の不登校

対策・支援に焦点を当てて対応し

ていく予定。 
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(2) 適応指導教室「ほっぷ倶楽

部」について 

  ア １日のスケジュールや昼

食について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 不登校の児童生徒の保護者

へのケアについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほっぷ倶楽部では、体験活動を 

重視した集団活動を進める中で、

児童生徒の対人スキルの伸長を目

指している。現在、体験者も含め、

２０名の児童生徒が通室してい

る。基本的には、朝の健康観察に

始まり、①脳トレ・学習活動、②

創作活動、③コミュニケーション

活動と活動時間を分けて支援をし

ている。ほとんどの生徒は、午前

中で活動が終了する。午後は、通

室希望生徒の面談や体験を中心に

行っているが、午後も利用する生

徒がいる場合は、昼食をはさんで、

午後は個に応じた学習支援を行っ

ている。その場合、昼食は、各自

で準備をする。 

 

不登校の児童生徒の支援につい

ては、保護者との連携を取りなが

ら子どもたちの支援をしている。

悩みや不安を感じている保護者に

は、市の教育相談室や学校のスク

ールカウンセラーを紹介したり、

保護者の悩み相談に応じる「こん

ぱす（市民活動センターに登録し
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(4) 「自己肯定感」を育てる保

護者への取り組みの重要性

について 

ている。）」を紹介したりして、保

護者の心のケアを図っている。 

 

学校では、子どもたちの自己肯 

定感を高めるために、日々の授業

や行事で、成功体験を味わわせた

り、子どもたちの発言や活動を価

値づけたりしている。また、保護

者の方には家庭でも子どもたちの

「自己肯定感」を育ててもらうた

め、学校での子どもの頑張りや成

長している様子を懇談会等で発信

をし、家庭でも褒めていただいた

り、子育てセミナー等の研修会の

情報を発信したりしている。 

 

加藤厚雄議員 ２．教育行政方針の学校教育施策 

について 

(2) 教育内容や環境の充実（働

き方改革） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 支援の必要な児童生徒への

 

 

行事等を精選、見直しし、多忙

化解消を図るため、ＩＣＴ機器を

利用することで、会議等の準備や

打ち合わせの効率化を図ってい

る。一人一人が見通しをもって効

率的に業務を行えるように、時間

をコーディネートする力を身につ

けることを目指して取り組んでい

る。 

 

「いじめ見逃しゼロ」を合言葉
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支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 教育研修の充実（ＩＣＴ活

用、デジタル採点システム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

に、積極的にいじめを認知してい

く方向で動いており、初期の段階

で丁寧に対応していくことを心が

けている。子どもたちには、道徳

や日常の中で、思いやりや誠実な

心、善悪の判断のできる子どもを

育てていくよう努めている。また、

いじめの未然防止への取組みとし

て、スクールロイヤーによる法務

研修や弁護士会による「いじめ予

防出張授業」の積極的な活用を呼

び掛けている。 

 

今年度は、３つの研修を計画し

ており、第１に、教職員全体を対

象としたオンライン研修、第２に、

来年度の新規採用教職員を対象と

した対面研修、第３に、各校でＩ

ＣＴ活用の指導的立場となる教職

員を対象とした対面研修である。 

自動採点システムについては、

児童の文字を正しく判定できない

等、改善段階にあるため、システ

ム改善を待つところである。 

 

藤浦伸介議員 ２．教育行政方針の学校教育施策

について 

(1) 最後となる教育行政方針へ

の思いは 

 

 

教育行政が抱える様々な問題が

国策として検討されるようになっ
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・「主な施策」のうち、重点的

に取り組むべきものは 

 

 

 

たが、それらを市としてどこまで、

どうやって支援していくのか検討

する必要がある。また、変化が大

きい時代なので、この社会の変化

に柔軟に対応していくことが大切

と考えている。 

 

「新たな一人を出さない」こと

を目標に、不登校の児童生徒への

支援対策を講じてきた。不登校の

児童生徒数は年々増加している

が、大きな成果として挙げられる

のが、ハートフレンドの活用であ

る。令和５年度からは、中学校で

相談室登校をする生徒の支援にハ

ートフレンドを活用する学校も増

え、多くの目で子どもたちを支え

ていくことにつながった。令和６

年度は、校長ＯＢを学校教育課に

教育支援員として配置し、不登校

支援を強化した。校長ＯＢの不登

校支援フォローにより、教育者の

視点で不登校児童生徒やその保護

者に接することができ、効果的な

支援につながっていると感じてい

る。 

教育を支える人的サポートによ

って、市は子ども達にとってより

良い環境づくりに努めてきた。例
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えば、スクールアシスタントや心

の相談員等は、とても有効であっ

たと考えている。しかし、前述し

たように不登校やいじめ問題等、

抱えきれないほど難しい問題が発

生している現状がある。そのため、

経験値の高い教員ＯＢを有効活用

することで、この局面を打開して

いけたらと考えている。 

 

 

 

課名 生涯学習課   

議員名 質問内容 回答 

森下敏弥議員 

 

１．令和７年度施政方針について 

(2) 誰もが夢や希望を描くこと

ができるようにするための金

融経済教室について 

・金融経済を知ることがなぜ

夢と希望が描く事ができる

のか。 

 

 

 

 

 

・金融経済教室の目的・ねら

い、講義の内容、目標値、実

施形態、対象者は。 

 

 

 

 

未来を担う子どもたちには、金

融経済についての知識がないから

夢や希望を描くことができないと

諦めて欲しくないという思いか

ら、金融の大切さや経済の仕組み

に興味を持ってほしいと考えてい

る。 

 

お金や金融に関する様々な働き

を理解し、それを通じ、自分の暮

らしや社会の在り方について深く
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考え、豊かでよりよい社会作りに

向け、主体的に判断・行動できる

ようにすることを目的としてい

る。 

 講座内容は、「小中学生向け」、

「一般向け」の２区分を想定し、

生涯学習課の出前講座のメニュー

に組み込み、金融リテラシーを有

する金融機関等の民間企業と連携

して実施する予定。 

 

 

課名 スポーツ課   
議員名 質問内容 回答 

神谷悟議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．アジア競技大会について 

(1) 現在までの状況について 

ア 競技日程について 

 

 

 

 

 
イ 大会組織委員会等の会議

状況について 

 

 

 

ウ 本市としての役割につい

て 

 

 

令和７年９月１９日から１０月

４日まで県内各所で開催する予

定。 本市のビーチバレーボール

種目の日程は公表されていない

が、１０日以上の日程と思われる。 

 
自治体連絡調整会議が昨年度２

回開催された。それ以外に聖火リ

レーやイベントに関する会議も複

数回開催された。 

 

大会自体は組織委員会が運営

し、市は観客輸送や観客警備計画
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(2) 成功に向けての今後の取組

みについて 

ア 本市としての取り組み内

容について 

(ｱ) アジア大会開催地への

市民の認知度について 

 

 

 

 

(ｲ) アジア大会のＰＲ活動

について 

 

 

 

 

 

 
イ ボランティア募集につい

て 

 

 

の作成、開催機運の醸成に係るイ

ベントの実施、聖火リレーや文化

プログラムの立案・準備、競技会

場の確保や大会期間中の職員応

援、大会ＰＲ等の側面支援を実施

する。 

 

 

 

 

 
「知らなかった」が４６．９％、

「知っている」が３６．２％、「本

市が会場予定地であることは知ら

なかった」が１６．２％であり、市

民の認知度は高くない。 

 

更なる認知度の向上を目指し、

様々な分野の方で組織する実行委

員会を組織し、事業の企画運営及

び啓発活動を展開していく。また、

街の装飾や啓発物の制作、市独自

ＰＲイベントの開催、ＳＮＳでの

情報発信等を展開していく。 

 
組織委員会が募集しているが、

市も関係団体を通じてボランティ

ア確保に協力していく。 
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ウ 競技会場の整備について 

 

 

 

 

 
エ 会場までのアクセスにつ

いて 

 

 

 
オ 宿泊施設について 

 

 

 

 

 

カ 経済効果について 

 

 

 

 

 

競技会場は組織委員会が整備

し、国際水準に基づく観客スタン

ド等仮設物が設置される。メイン

会場の砂は、既存コートと同じ砂

を使用する予定。 

 
現時点で何も決まっていない。

今後、組織委員会と協議しながら

快適にアクセスできる輸送計画を

立ててまいりたい。 

 
大会関係者の宿泊施設は、アジ

アオリンピック評議会と組織委員

会で決定していくが、市内又は近

隣市の施設を利用していただける

よう努める。 

 

アジア競技大会を契機に可能な

限りまちに賑わいが生まれ、地域

に人が流れ、消費につながり、ま

ちが活性化するように努めてい

く。 

 

生田綱夫議員 

 

１．臨海体育館の現状と今後につ

いて 

(2) 雨漏り修理とその影響につ

いて 

 

 

 

 

大規模な修繕を平成２２年度、

２３年度に行った。雨漏りの影響

による危険性は日常的な使用にお

いてはないと考えている。 
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(3) 他の欠陥箇所について 

 

 
排煙設備が一部正常に稼働しな

い。また、アリーナ上部のブライ

ンドが開閉しない。計画上目標耐

用年数を８０年と設定しているの

で、この計画に基づき長寿命化を

図っていく。 
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報告事項イ まなびさぽーと資金支給審査に係る諮問について（庶務課） 

 

碧南市まなびさぽーと資金支給に関する条例第９条に基づき、まなびさぽーと資金支給

審査会に対象者の審査を諮問する。 

 

１ 審査対象 

 (1) 高校生 

経済的に修学困難であり、心身共に健全かつ成績優秀で、その他団体から奨学金を

受けていない高校生 

 (2) 中学生 

科学教育に関する優秀な研究をした中学生又は中学生のグループ 

 

２ 審査会委員（８名以内） 

 (1) 中学校長 

 (2) 識見を有する者 

 

３ 審査会開催予定日 

 (1) 高校生 

   令和７年６月中旬 

 (2) 中学生 

   令和７年１０月中旬 
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碧南市まなびさぽーと資金支給に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、市の教育の振興を図り、将来社会に有用な人材を育成するため学校

教育法（昭和 22 年法律第 26 号）の規定による高等学校及び中学校に在学する生徒に対

する学資（以下「まなびさぽーと資金」という。）の支給について必要な事項を定めるも

のとする。 

（支給対象者） 

第２条 まなびさぽーと資金の支給対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいず

れかに該当するものとする。 

(１) 経済的に修学困難であり、心身共に健全かつ成績優秀で、その他団体から奨学金

を受けていない高校生 

(２) 科学教育に関する優秀な研究をした中学生又は中学生のグループ 

（支給額等） 

第３条 まなびさぽーと資金の支給額は、次の各号に掲げる区分について、当該各号に定

める額とする。 

(１) 高校生 １人当たり月額 9,000 円 

(２) 中学生又は中学生のグループ 

ア 最優秀賞 20,000 円（同額相当の金券類を含む。以下この号において同じ。） 

イ 優秀賞 10,000 円 

ウ 準優秀賞 5,000 円 

エ 努力賞 2,000 円 

オ きらり賞 1,000 円 

２ まなびさぽーと資金の支給方法は、口座振替の方法によるものとする。ただし、前項

第２号アからオまでに定める額の支給については、この限りでない。 

３ 第１項第２号アからオまでに定める賞の支給件数は、一の年度において市長が別に定

める件数とする。 

（支給期間等） 

第４条 まなびさぽーと資金の支給期間は、高校生にあっては支給を開始したときから現

に在学する高等学校の正規の修学期間修了までとし、中学生にあっては年１回とする。 

（支給申請等） 
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第５条 高校生は、まなびさぽーと資金の支給を受けようとするときは、教育委員会に申

請しなければならない。 

２ まなびさぽーと資金を支給する中学生は、教育委員会が決定する。 

３ 教育委員会は、前２項の支給の決定をしたときは、速やかにその旨を支給の決定をし

た高校生（以下「さぽーと高校生」という。）及び中学生又は中学生のグループ（以下「さ

ぽーと中学生」という。）並びに在学学校長に通知するものとする。 

（支給停止） 

第６条 教育委員会は、さぽーと高校生がやむを得ない事情により休学したときは、その

期間まなびさぽーと資金の支給を停止するものとする。 

（支給の取消し） 

第７条 教育委員会は、さぽーと高校生が次の各号のいずれかに該当するとき又はさぽー

と中学生が第３号に該当すると認めたときは、まなびさぽーと資金の支給を取り消すも

のとする。 

(１) 第２条に規定する要件を欠いたとき。 

(２) 正当な理由なく休学したとき。 

(３) 偽りその他不正の手段により支給を受けたとき。 

（返還） 

第８条 教育委員会は、前条の規定に該当する者について、支給を受けたまなびさぽーと

資金の全部又は一部を返還させることができる。 

（審査会の設置） 

第９条 教育委員会の諮問に応じ、まなびさぽーと資金の支給の対象者について審査する

ため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の規定に基づき、碧南

市まなびさぽーと資金支給審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

（審査会の組織） 

第 10 条 審査会は、委員８人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。 

(１) 中学校長 

(２) 識見を有する者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 
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４ 委員は、再任されることができる。 

（審査会の会長及び副会長） 

第 11 条 審査会に、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長は委員のうちから教育委員会が任命し、副会長は会長が指名する。 

３ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（審査会の会議） 

第 12 条 審査会は、会長が招集する。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

（委員の報酬及び費用弁償） 

第 13 条 委員の報酬その他職務を行うために要する費用の弁償については、別に条例で

定める。 

（委任） 

第 14 条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。 
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報告事項ウ 小中学校みどりの学校の実施について（学校教育課） 
 
 

令和７年度小学校みどりの学校の実施について 
 
 
 

１ 日 時           令和７年９月７日（日）～令和７年９月１１日（木） 
 

２ 場 所           岡崎市千万町町字大平田１７－５   

愛知県野外教育センター 
 

３ 参 加 者           市内小学校７校の５年生全員 ６６６名  

（別添の令和７年度みどりの学校日程のとおり） 
 

４ 経 費           宿泊料等       ４，５１３，６４０円 

          内 訳         

宿泊代        児童  ５，５６０円  

                      引率者 ６，４１０円 

           その他   

キャンプカウンセラー代  ２０，０００円 （１人当り） 

            キャンプファイヤー代   １２，７００円 （１校当り） 

            活動用消耗品       ３０，０００円 （１校当り） 

                        

          バス借上料     ３，９３６，０００円  

（１クラスにつき１台配車） 

        ※児童については全額を市が負担、引率者は県旅費支給分を徴収する

  
 

５. そ の 他           開校式出席者（９月７日） …… （ 教育委員   ） 

（ 学校教育課  ） 

          ※２４年度から開校式のみ出席 
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令和７年度中学校みどりの学校の実施について 

 
 

 

１. 日 時           令和７年６月６日（金）～令和７年６月１６日（月） 
 

２. 場 所           豊田市小滝野町坂３８番地２５   

愛知県旭高原自然の家 
 

３. 参 加 者           市内中学校５校の２年生全員 ６７０名  

（別添の令和７年度みどりの学校日程のとおり） 
 

４. 経 費           宿泊料等      ７，４３０，６００円 

          内 訳        

宿泊代       生徒   ９，３７２円  

                      引率者 １１，１９２円 

            その他   

キャンプカウンセラー代 ２０，０００円（１人当り） 

            キャンプファイヤー代  ２０，０００円（１校当り） 

            施設利用料          ３，３５０円（クラス数で積算） 

            活動用消耗品      ３５，０００円（１校当り） 

 

         バス借上料     ４，３６３，１６０円 

（１クラスにつき１台配車、有料道路料含む） 

          ※生徒については全額を市が負担、引率者は県旅費支給分を徴収する 
 

５. そ の 他           開校式出席者（６月６日） ……（ 教育委員  ） 

（ 学校教育課 ） 

          ※２４年度から開校式のみ出席 
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令和７年度みどりの学校日程    小学校（令和７年９月７日～１１日） 

 

日 ７ ８ ９ １０ １１ 

曜日 日 月 火 水 木 

参加校 

  

└鷲塚小┘     └新川小┘      └棚尾小┘     └中央小┘ 

  

   └大浜小┘    └日進小┘   └西端小┘ 

 

学級(車両)数 新川小3 中央小3 大浜小3 棚尾小3 日進小2 鷲塚小3 西端小3 20学級 

参加人員 108 108 109 101 56 103 81 666人 

 

 

 

 

 

令和７年度みどりの学校日程    中学校（令和７年６月６日～６月１６日） 
 

日 ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ 

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 

参加校 

  

  └ 西端中 ┘ └  中央中 ┘ └ 南 中 ┘ └ 新川中 ┘ └ 東 中 ┘ 

学級(車両)数 新川中3 中央中3 南中6 東中5 西端中2 19学級 

参加人員 116 95 212 181 66 670人 
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資料５ 
報告事項エ 令和７年度「県民の日学校ホリデー」の実施について（学校教育課） 

 

令和７年４月〇日 

保護者の皆様 

碧南市立〇〇学校長 〇〇 〇〇 

 

令和７年度「県民の日学校ホリデー」の実施について 

 

 春陽の候 保護者の皆様におかれましてはますます御健勝のこととお喜び申し上

げます。平素は、本校の教育活動について格別の御高配を賜り、厚く御礼を申し上げ

ます。 

 さて、表題の件について、令和５年３月、愛知県が休み方改革プロジェクトを発表

しました。その中では、子どもの休みを契機に家族が一緒に休める仕組みづくりとし

て、１１月下旬のあいちウィークの期間中の１日を「県民の日学校ホリデー」に指定

し、県内の公立学校の休業日を設定することになっております。 

 つきましては、令和７年度の実施を下記のとおりとしますので、ご理解ご協力をお

願いいたします。 

 

記 

  
 １ 実施期日  令和７年１１月２１日（金） 
  
 ２ 実施内容  令和７年１１月２１日（金）を休業日とし、学校教育法施行令第   

２９条の「体験的学習活動等休業日（家庭及び地域における体験的  

な学習活動と、その他の学習のための休業日）」になります。 

 ※欠席の扱いにはなりません。 

 

 

 

この件に関する御質問等のお問い合わせは、学級担任または教頭（〇〇－〇〇〇〇）

までお願いします。 
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報告事項オ 教育相談事業報告について（学校教育課） 

 

当日資料のとおり 
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